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象牙関連製品の取引の適正化と透明性の確保に関する提案 
 
                              井田徹治 
 
１）はじめに：問題の所在 
＠何度か会議の中で発言したように、現在の日本の仕組みでは、消費者が合法品か違法品か

を区別できない。これが最大の問題 
 根付け加工の専門家も区別は出来ない、という意見だった 
 明確な制度や仕組みなしに、日本はちゃんとやっている、日本の市場は密猟とは無関係、

と主張しても国際的な理解は得られない 
 証拠がない、と、関係がないは別 

 
＠最近の現象として、観光客らによる海外への違法持ち出しが大きな問題になっている 
 報道ベースだが、かなり組織的な持ち出しビジネスが存在している可能性がある 
 これは上記の「生牙から最終商品までのトレーサビリティが確保されていないという問

題と深く関連している 
  
＠この問題は国際的に大きな注目を集めており、日本政府の姿勢には批判的な意見が根強

い 
 国際都市・東京の姿勢が高い注目を浴びていることは知事宛の書簡などからも明確 
 東京五輪時だけでなく、東京の市場が万一、海外の違法行為と関連していることが発覚し

たら、大きな評判のリスク（Reputation Rik）となる 
 象牙製品市場を現在のまま、維持することのベネフィットに比べて、リスクの方が明らか

に大きいという状況にある 
 
２）取り組み強化の必要性 
上記のリスクを回避するために、トレーサビリティの確立など、日本国内の象牙市場の一

層の透明化、消費の一層の削減、さらなる普及啓発、業者の適切な指導と違反者への厳罰な

どが必要 
国の仕事である部分が大きいが、最大の市場、多くの事業者を抱える東京都による条例の

策定など、東京都としてできることは少なくない 
これまでディーゼル規制や温暖化対策などで国に先駆けて革新的な政策を導入してきた

ことは国際的にも知られている 
五輪までの短期的な対策にとどまることなく、その延長線上に独自の象牙市場規制／適

正化に関する条例など長期的な取り組みを見据えたものをまとめるべき 
 



３）行動提案 
＜ゴール＞ 
グローバルスタンダードに合致した象牙市場の規制と透明化のルールを定める 
透明性、実効性がある条例が望ましい 
違法象牙の市場への流入ゼロ、違法商品の販売ゼロ、（合法品であっても）海外への持ち出

しゼロの３つのゼロの実現 
 
＜長期的な措置＞ 
★象牙を扱わないと宣言する業者の認証と公表、普及啓発 
★生牙から最終商品までのトレーサビリティの実現 
 ブロックチェーン（ＢＣ）技術、二次元バーコード、ＩＣチップの埋め込み、書類の流通

などさまざまな手法が可能 
 新規の水産流通適正化制度の国内規制が参考になる 
 

 
                              水産庁資料 
 
★ただし、行政コストが膨大になりかねないため、取引を認める対象は条約などで言う「狭

い例外（narrow exemption ）に限定する 
 英国での議論が参考になる 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/721456/ivory-bill-factsheet-compliance.pdf 
 



 The Ivory Bill defines five narrow exemptions for items which are not directly or 
indirectly linked to the poaching of elephants. In order for individuals to carry out 
commercial dealing in ivory items meeting these exemptions, they must adhere to the 
relevant compliance process. It will be an offence to: • carry out commercial activities in 
ivory without previously registering (i) items containing less than 10% ivory by volume, 
(ii) musical instruments, (iii) portrait miniatures and (iv) sales to or between accredited 
museums; or carry out commercial activities in ivory without obtaining an exemption 
certificate for the rarest and most important items of their type. This offence applies 
even if the item would meet one of the exemption categories. This may be a criminal or 
civil offence. • make or use a fraudulent registration or certificate. This may be a 
criminal or civil offence. 
 
★上記、例外以外は、一定の期間を置いた後に、都内の市場から排除するような規制措置を

盛り込む 
★同時に激変緩和措置などを盛り込み「適正な以降 just transition」を進める 
タイマイ・べっ甲関連が特定不況業種に指定された例がある 

★隣接する他の自治体、名古屋市、大阪市など他の国際都市との連携ネットワークの実現を

進める 
 温室効果ガスの CAP & TRADE の例がある 
 
＜中期的取り組み＞ 
★ここでも上記、３つのゼロを実現する姿勢を明確にする 
★上記の長期的措置～条例の制定～の実現に向けた作業を早急に進めるとともに「実施要項」

のようなものを定め、効果やコスト、問題点などを洗い出す 
 
＜短期的な取り組み＞ 
★ここでも上記、３つのゼロを実現する姿勢を明確にする 
★五輪開催中の取り組みとして以下を実施する 
 五輪開催や登録更新などを機に、象牙取扱からの撤退を宣言する業者を認証し、公表する 
  ここでも激変緩和措置の適用を検討する 
 期間中の販売自粛を宣言する業者を認証し、宣言させる 
 期間中の販売自粛を宣言せず、販売を続ける業者には上記、３つのゼロ目標達成に向けた

取り組みの強化を促す 
  狭い例外を定め、可能な限りそれだけを扱うよう求める 
  購買者には、空港での税関申告書のようなフォームへの記入を求める 
   法規制に関するリーフレットを読んで、その内容を認識、了解したこと 



  海外には決して持ち出さないこと 
海外に持ち出す可能性がある他者には譲渡、転売しないこと     

などのチェックボックスを設け、記入させる 
  税関申告書と同様に住所、氏名、電話番号の記載を求め、購入時の身元確認を可能な限

り行う 
  インターネット、スマホなどを活用した事前申し込み制度の採用も一案 
 
  期間中は行政、環境保護団体との協力、ボランティア、インターンの活用などを通じて

関連業者の見回り、抜き打ち検査などを任意で行う 
  

東京都が所管、あるいは都内に存在する空港、国際港などでの監視、普及啓発、呼び掛

け、荷物検査時の確認、など水際対策を関係当局と協力して進める 
 
海外からの来訪者が宿泊、利用する施設でも同様の措置を取る 
関連旅行業者、ガイド、宿泊業者への研修、周知徹底、宣言フォームへの記載や掲示な

ど問題点と解決策の周知徹底を図る 
 
間違っても関連業者が違法持ち出しにつながる可能性がある販売店の宣伝、需要喚起

に寄与することがないように上記、３つのゼロを東京都として目指していることを機

会があるごとに周知、広報する 
 
４）そのほか 
 五輪中に限った短期的な取り組みをそれだけに終わらせず、明確がゴールを設定した上

での中期、長期の取り組みにつなげることが重要 
 自主的な取り組み → 要項 → 条例 といった道筋を頭に置くことが重要 
 
 違法象牙製品の存在や持ち出しの可能性を排除できないという制度的欠陥の大きなリス

クを認識すること。特に五輪中での Reputation Risk は巨大 
逆に国の制度を超えた取り組みを実施すれば国際都市、東京の Reputation の向上につな

がるはず 
  
 違法持ち出し問題にとどまらず、国内の象牙製品市場の透明化という問題にも、国に先駆

けて取り組むという姿勢が重要 
 

以上 
 



追記 
水産流通適正化法に関する参考資料 水産庁による 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/attach/pdf/tekiseika-1.pdf 

 

 



 
 
筆者注） 
同法においては、小売り事業者。飲食店の義務が軽微 
これは「食べればなくなる」からであって、この点、象牙製品とは大きく異なる 



象牙規制への補足意見

東京都 象牙取引規制に関する有識者会議
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アフリカゾウ保全：最近のトピック
アフリカゾウには２種類がある
サバンナゾウ

（ Loxodonta Africana, African Bush Elephant)
シンリンゾウ（マルミミゾウ）

（Loxodonta cyclotis, African Forest Elephant)

例えば・・・２００１年 Science : 24 Aug 2001
Genetic Evidence for Two Species of Elephant in Africa
遺伝子的にはライオンとトラほどの違い

263年前に分かれたと推定
シンリンゾウ:サバンナゾウに比べ小型な上、牙が真っすぐで耳が丸い





マルミミゾウ＠コンゴ

サバンナゾウ＠ザンビア



アフリカゾウ保全：最近のトピック
ＩＵＣＮのレッドリスト改訂 ２０２１／０３／２５

初めてアフリカゾウを２種に分けて評価

マルミミゾウ：ＣＲ・３ランクあるうちで最も深刻

象牙目当ての密猟が主因

サバンナゾウ：ＥＮ・３ランクあるうちの真ん中

象牙目当ての密猟が主因

２００６年以降、生息域の約９０％をカバーした

サーベイで３０％の個体数の減少





アフリカゾウ保全：最近のトピック
含意

・マルミミゾウのリスクが非常に高い

Reputation risk はさらに大きい
・マルミミゾウの象牙はハード材として珍重される

管理／トレーサビリティの実現のために「種の区別」が必要

・サバンナゾウの危機度も高まったと考えるべき

「地域によっては，下位個体群のいくつかは繁栄しているという

点を念頭におくことが大切である．それゆえ，今回の評価結果を政策

に反映させる際には，充分な注意と地域に即した知識が必要である 」

「２００８年以降、比較的影響を受けていなかった南部の個体群でも

密猟が増加しているようだ」



環境省のＱ＆Ａ

最新の評価に基づいた修正が必要



提出した意見に関する補足
・評判のリスクが非常に大きい

国際都市「東京」にとっての大きなリスク

・自主的取り組み・普及啓発には限界がある

悪意を持った組織・強大な組織的犯罪

「性悪説」で臨む必要

・トレーサビリティの実現は可能／ただしコストがかかる

対象は限定するべき：Narrow exemption の考え
コストは事業者が負担するべき・年代測定の例

・条例など東京都独自の行動の余地は大

Non states actors への注目
・中長期の取り組みが不可欠／オリパラ時だけでは不十分



評判のリスクの実例・・

レオナルド・デカプリオのインスタグラム



ヴァージンのブランソン氏とデカプリオのツイッター

世界の多くの人の目が東京都の象牙市場への取り組みに注がれていることを忘れないようにしましょう



ご静聴ありがとうございました

ご質問・ご意見は
E-mail :tetsujiida@gmail.com まで


